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1004010
研究開発用排熱温度差発電設備
の法定検査手続不要化

　現行法で規定されている発電設備を設置した
場合に必要となる工事計画届出、安全管理審
査について、排熱による温度差発電の研究開
発及び技術開発を行うことを目的とした発電設
備に限り、一定の要件を満たしている場合に
は、保安レベルを維持した上で、工事計画届
出、使用前安全管理審査、溶接安全審査及び
定期安全管理審査の受審を必要としない特例
措置を設ける。

研究開発のための排熱による温度差発電設備に限り、電気事業法に基づく工事計画の届出や
安全管理審査の受審の対象としない特例措置を設けることにより、排熱温度差発電に関する研
究開発の円滑化及び促進を図る。
　具体的には、発電設備を設置した場合に、現行法で必要な工事計画届出、安全管理審査につ
いて、保安レベルを維持した上で、これらの受審の対象としない特例措置を設ける。それにより、
熱交換器やタービンなどを交換するたびの手続に費やす時間が不要となるため、研究開発時間
の短縮が図られ、コストの縮減、研究環境の向上につながる。
　
　提案理由：
伊万里市では、持続可能な社会の形成を目指して、温度差発電の研究開発が盛んに行われて
おり、本市としても、知的基盤の形成や地域経済の活性化に向けて取り組みを行っている。
近年、環境問題が国際的課題となっており、未利用である排熱エネルギーの研究開発を促進さ
せる必要があるが、現行法では電気事業法に基づく工事計画の届出や安全管理審査の受審が
必要なため、その手続等に費やす時間も多大なものがある。そこで、本特例措置により手続等
にかかる時間については、60分の1程度の大幅な時間短縮が見込め、コスト削減や研究開発の
促進につながる。
　
代替措置：
・発電設備については、低温排熱による温度差発電設備であって研究開発の用に供するものに
限る。
・出力が１００キロワット未満であること。
・電線路により当該設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないこと。
・当該設備が電気事業法第39条第1項に規定する技術基準に適合することを確認するための専
門委員会が設立されること。

伊万里市、㈱ゼネシ
ス

佐賀県 経済産業省

1051010
認定完成検査実施者が実施する
変更工事の手続簡素化

現在，高圧ガス保安法及びコンビナート等保安
規則により規定されている「軽微な変更の工事」
の対象拡大を求める。

１　事業の実施内容
　　次の要件を満たし，かつ茨城県保安等専門委員会による事前審査を受け，承認された者が
実施する下記の工事について，新たに変更許可を必要としない「軽微な変更の工事」として取り
扱うことを認める。
　　○認定完成検査実施者であること
　　○事業所の組織，保安管理システムにより事前評価
　　　を含む確実な変更管理ができる者であること

　　◎上記要件を満たす者が実施する変更工事のうち，
　　　保安上の問題が生じないと考えられるもの（例示）
　　　・塔槽類の更新，熱交換器の更新，鏡・管板等一部
　　　　更新，配管の更新，計装導管の更新，ポンプの
　　　　更新，圧縮機の更新等
　　　・予備設備の追加，ノズル出し，ベント弁・ドレン弁
　　　　の追加，計装導管の変更等

２　提案理由
　本事業実施（規制合理化）により，対象工事の事前チェックの重複（事業所＋都道府県）が解
消されるとともに，設計から完成検査まで一貫した変更管理や工期短縮，手続の簡便化等によ
り工程管理が容易となり，コスト削減による競争力強化及び事前チェック体制の充実による保安
レベルの向上が見込まれるため。

茨城県、三菱化学㈱
鹿島事業所、鹿島石
油㈱鹿島製油所、Ｊ
ＳＲ㈱鹿島工場、鹿
島塩ビモノマー㈱鹿
島工場、旭硝子㈱鹿
島工場

茨城県 経済産業省
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1035030
高圧ガス設備における軽微変更
届条件内の「じょ限量」規制を廃
止

コンビナート等保安規則（第十四条第一項第一
号）で、じょ限量百万分の一未満のガスは軽微
な変更の工事の対象から除外されている。これ
を「高圧ガス設備（特定設備及びじょ限量百万
分の一未満のガスが通るものを除く）の取り替
え・・」の条文の内、「じょ限量百万分の一未満
のガスが通るものを除く」の文言を削除し、軽微
な変更の工事の対象とする。

軽微な変更の工事は認定試験者（管類）の施工が条件であり、ガスの種類に関係なく工事管理
は十分である。
また、以下の理由により、「じょ限量」を判断基準に用いることは妥当ではない。
①高圧ガス保安法では、可燃性ガス、毒性ガス等の分類に応じて技術上の基準が定められて
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「じょ限量」については、ACGIH（米国労働衛生専
門官会議  American Conference Govenmental Industrial Hygienists）が勧告を行っている許容
濃度値の TLV－TWA を採用しているが、この値は労働安全衛生上における勧告値であり、普
遍ではなく逐次見直しが行われている。

大分コンビナート立
地企業連絡協議会

大分県 経済産業省

1093080 「技術」の必要経験年数の緩和

現在相互認証されている資格・試験以外の民
間ベンダー資格などについても相互認証の対
象となるよう、国における考え方及び拡大にむ
けた整備を求め、新たに対象となった資格等を
有する外国人について、在留資格「技術」にお
いて要求される実務経験年数を「１０年以上」か
ら「４年以上」に緩和する。

兵庫・神戸は、開港以来、国際都市として発展してきた歴史を有し、外国・外資系企業の経済活
動が活発で、地域経済を支える大きな柱となっている。このようななか、情報産業等においてＩＴ
技術者が不足し、海外から優秀なＩＴ技術者を確保しなければならない状況である。即戦力を求
める企業では、技術者を雇用する際に民間ベンダー資格など様々な資格・試験を指標としてお
り、相互認証されている国家資格以外のものも専門分野での能力を確認し得るといえることか
ら、当地域において優秀な人材を幅広く確保するために、現在相互認証されている資格等を拡
大し、新たに相互認証の対象となった資格等を有する外国人について、実務経験年数を「１０年
以上」から「４年以上」に緩和することを求めるもの。

兵庫県 兵庫県
法務省
厚生労働省
経済産業省
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1105010
自然エネルギー拡大における、
電力の固定価格買取制度の導入

自然エネルギーの買取制度において、固定価
格買取制度を導入して自然エネルギーの普及
をすべきである。

　温暖化対策として自然エネルギー（風力、太陽光、地熱、水力、バイオマス）の普及が求められ
ている。日本も「電気事業者による新エネルギーなどの利用に関する特別措置法（RPS法」に
よって、電力会社などに一定割合の新エネルギー利用を義務付けた。しかし、設定した利用割合が低
く、自然エネルギーの普及を停滞させている。現在は、風力発電事業の要望が電力会社の定める割合を
超えており、抽選で事業者を選定している。そこで、RPS法のように一定割合で自然エネルギーを受け
入れるのではなく、自然エネルギーの普及が進むドイツが取り入れている「固定価格制度」を導入する
べきである。「固定価格制度」とは、自然エネルギーを、発電手段別に一定の価格で全量買い取ること
を義務付けている制度である。
　風力発電などの自然エネルギーにも課題があり、出力が不安定で系統に悪影響を及ぼす可能性があ
る。そのため、系統整備の費用がかかる。ドイツは、それらの系統費用を電力会社ではなく、消費者に
対して「託送費用」としての買い取り価格に上乗せすることで調達した。日本も、系統費用を消費者に
負担させ、固定価格制度を導入して自然エネルギーを普及してほしい。

個人 神奈川 経済産業省

1038010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地（北海道１万ha）の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興
に寄与するばかりでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済
の活性化が可能である。

産業ｸﾗｽﾀｰ研究会ｵ
ﾎｰﾂｸ「麻ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

北海道
厚生労働省
経済産業省
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制度の所管・関
係官庁

都道府県求める措置の具体的内容 提案主体名プロジェクト名
提案事項
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具体的事業の実施内容・提案理由
要望事項
（事項名）

1070010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興に寄与するばか
りでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済の活性化が可能
である。

株式会社グラスマイ
ル

長崎県
厚生労働省
経済産業省

1072010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興に寄与するばか
りでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済の活性化が可能
である。

株式会社日本ヘンプ 東京都
厚生労働省
経済産業省
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制度の所管・関
係官庁

都道府県求める措置の具体的内容 提案主体名プロジェクト名
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容・提案理由
要望事項
（事項名）

1086010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興に寄与するばか
りでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済の活性化が可能
である。

ＫＡＹＡ 静岡県
厚生労働省
経済産業省

1089010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興に寄与するばか
りでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済の活性化が可能
である。

（有）ジャパンエコロ
ジープロダクション

東京都
厚生労働省
経済産業省
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制度の所管・関
係官庁

都道府県求める措置の具体的内容 提案主体名プロジェクト名
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容・提案理由
要望事項
（事項名）

1090010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地（北海道１万ha）の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興
に寄与するばかりでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済
の活性化が可能である。

岐阜県産業用麻協
会

岐阜県
厚生労働省
経済産業省

1099010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

テトラヒドロカンナビノール(以下「THC」という。)
の含有量が著しく低い（THC含有率0.3％程度以
下）品種の大麻草について、発芽不能処理を行
わずその種子を輸入することができるものとす
る。

国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、この規定を緩
和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図ることができる。

　【提案理由】
　①持続可能な社会を再構築する上で、大麻は木材、プラスチックの代替として繊維と茎に活用
でき、建材、断熱材、不織布として欧州諸国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると
考える。また、大麻を原料とした生分解性プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として
採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効
な手段と考えられる。
②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、喫
緊の問題である地球温暖化対策として有効であるばかりでなく、離農が進む過疎地等における
二酸化炭素排出権取引ビジネスが確立する可能性に期待できる。　更には、離農、減反等に起
因して増加する耕作放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な作物と考えられることからも、
農業の振興に寄与するばかりでなく、関連産業の創出も期待でき、ひいては日本経済の活性化
が期待できる。

バイオマスタウン宮
古島産業用ヘンプ促
進プロジェクト

沖縄県
厚生労働省
経済産業省



11 経済産業省（特区第12次 検討要請）.xls

制度の所管・関
係官庁

都道府県求める措置の具体的内容 提案主体名プロジェクト名
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容・提案理由
要望事項
（事項名）

1108010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、この規定を緩
和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図ることができる。
　【提案理由】
広島県では、大朝町（昔は大麻町）、安佐南区（旧佐東町）など麻に由来した地名があり、麻づく
り（広島市教育委員会）によると戦前は国内でも有数の産地であったことが伺える。戦後、発展し
た化学繊維によって、その歴史的な役割は終わったかに見えたが、特に佐東町史によると「農
業が大自然の新陳代謝能力を輪廻応用する生産技術であり、資源有限を、資源無限に延長す
る職責を担うものである以上、麻栽培が復活する機会が、永久に来ないと考えるよりも『歴史は
繰り返す』事実を待つべきかもしれない」とあり、地球環境と地域活性化のための機会が2007年
現在、再び来たと解釈できる。諸外国のように大規模栽培できない広島では、中山間地域のた
めに国産麻の実原料の供給を担うことを計画している。幸いなことに「あずま」と呼ばれる鯛、い
わしなどの小魚の中に炒った麻の実とおからの煮物を詰めたものが郷土料理にあり、これらを
背景にした新しい食品産業をつくりだしていきたい。県内に栽培農家がいないため、種子は海外
からの導入になってしまうが、現在の規制によって、次世代に広島の歴史を受け継ぐ事業ができ
ないのは非常にもったいないことである。

有限会社イー・ｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ

広島県
厚生労働省
経済産業省

1109010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②熊本県は畳製造とイグサの産地であり、同時に畳表に使う縦糸は、麻糸を使用しており、昔
から大麻栽培もさかんであった。当社では、麻の実をつかった豆腐を製造販売しているが、カナ
ダからの輸入原料に頼っている。熊本県内に麻栽培農家がいないため、来年度栽培免許を取
得する予定である。そのためにも栽培用の種子の確保は必須事項である。麻はいろいろな製品
加工ができ、無駄のない植物であるため、県内の離農、減反等に起因して増加する耕作放棄
地、休耕地の農地保全を図り、農業の振興に寄与するばかりでなく、関連産業の創出も期待で
きる。

たしろ屋 熊本県
厚生労働省
経済産業省
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制度の所管・関
係官庁

都道府県求める措置の具体的内容 提案主体名プロジェクト名
提案事項
管理番号

具体的事業の実施内容・提案理由
要望事項
（事項名）

1110010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興に寄与するばか
りでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済の活性化が可能
である。

高知ヘンプユニオン 高知県
厚生労働省
経済産業省

1111010
産業用大麻の種子の輸入規制緩
和

　学術上の分類は大麻（カンナビス･サティバ・
エル）であっても、テトラヒドロカンナビノール(以
下「THC」という。)　の含有量が皆無である品種
の大麻について、発芽不能処理を行わずその
種子を輸入することができるものとする。

　国内における産業用大麻の耕作面積は10ha程度に過ぎず、栽培者等が新規に工業製品の製
造を目指すような大規模な栽培を行おうとする際には、種子の入手は輸入に頼らざるを得ない。
　しかし、種子の輸入にあたって、加熱等による発芽不能処理を施すことが規定されており、栽
培許可等を受けた者であっても事業を視野に入れた栽培は事実上不可能であり、THC成分が
皆無である品種に限ってこの規定を緩和することにより、環境保全対策及び農業の振興を図る
ことができる。

【提案実現後の事業構想】
①木材・プラスチックの代替として大麻の繊維と茎を活用し、建材、断熱材、不織布として欧州諸
国で事業化実績があり、国内でも実現は容易であると考える。また、大麻を原料とした生分解性
プラスチックが欧州の自動車メーカーの内装品として採用され、廃棄物の減量及び化石燃料の
使用抑制に寄与しており、国内の諸問題解決の有効な手段と考えられる。

②生育速度が極めて速いことから温室効果ガスである二酸化炭素の固定化に特化しており、バ
イオマス燃料への転換などが期待できる。また、硝酸性窒素のクリーニングクロップとして地下
水の浄化作用にもっとも貢献できる作物である。更には、離農、減反等に起因して増加する耕作
放棄地、休耕地の農地保全を図る上で最適な次世代作物である。農業の振興に寄与するばか
りでなく、畑に工場を隣設して幅広く工業製品を製造することによって地域経済の活性化が可能
である。

ヘンプリズム志国プ
ロジェクト

愛媛県
厚生労働省
経済産業省


